
令和４(2022)年
11月29日(火)
第359号

令和４（2022）年11月29日　火曜日（1143）

告 示
栃木県告示第544号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第49条の規定によ
り医療扶助又は医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の３の規定によ
り次のとおり告示する。
　　令和４（2022）年11月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院、診療所又は薬局

指 定 年 月 日 名 称 所 在 地

令和４（2022）年11月１日 けやきクリニック 佐野市植下町1164-４

令和４（2022）年９月１日 みどり薬局 佐野市伊賀町44

令和４（2022）年11月１日 こもれび薬局大桑店 日光市大桑町156-３

２　指定訪問看護事業者等

指 定
年 月 日

指 定 訪 問 看 護 事 業 者 等 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 等

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

令 和 ４
（2022）年
10月１日

一般社団法人癒しの
風

さくら市喜連川4245-
４

いやしの風訪問看護
ステーション

さくら市狹間田1918-
３ディアス並木A102

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第545号
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　次の指定医療機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第50条の２の規定により指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第55条の
３の規定により告示する。
　　令和４（2022）年11月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　病院、診療所又は薬局

廃 止 年 月 日 名 称 所 在 地

令和４（2022）年８月31日 みどり薬局 佐野市伊賀町44

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第546号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和４（2022）年11月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日
自立支援医療
の 種 類

しずく薬局 下野市小金井１-34-
７

株式会社フォルマン
代表取締役
秋山　太一

令和４（2022）年
９月１日

育成医療及び
更生医療

とわい薬局 足利市朝倉町３-10-
６

久保田　克紀 令和４（2022）年
11月１日

育成医療及び
更生医療

ピノキオ薬局　東城
南店

小山市東城南５-４-３ 株式会社ピノキオ薬局
代表取締役
田中　友和

令和４（2022）年
11月１日

育成医療及び
更生医療

カワチ薬局　石橋店 下野市石橋字牛井戸
627

株式会社カワチ薬品
代表取締役
河内　伸二

令和４（2022）年
11月１日

育成医療及び
更生医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第547号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和４（2022）年11月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日
自立支援医療
の 種 類

つばさクリニック 下野市大光寺２-19-７
ユーミーレインボー
204

医療法人社団輝会
理事長
滝浦　文明

令和４（2022）年
11月１日

精神通院医療
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つばさクリニック那
須

那須塩原市南郷屋１-
106　セラヴィⅢ406

一般社団法人芙蓉会
代表理事
中嶋　勇介

令和４（2022）年
11月１日

精神通院医療

栃木アーバンクリ
ニック

宇都宮市今泉町59-10
グローバル錦パークⅠ
102

一般社団法人芙蓉会
代表理事
中嶋　勇介

令和４（2022）年
11月１日

精神通院医療

けやきクリニック 佐野市植下町1164-４ 一般社団法人芙蓉会
代表理事
中嶋　勇介

令和４（2022）年
11月１日

精神通院医療

とわい薬局 足利市朝倉町３-10-６ 久保田　克紀 令和４（2022）年
11月１日

精神通院医療

ピノキオ薬局　東城
南店

小山市東城南５-４-３ 株式会社ピノキオ薬局
代表取締役
田中　友和

令和４（2022）年
11月１日

精神通院医療

カワチ薬局　石橋店 下野市石橋字牛井戸
627

株式会社カワチ薬品
代表取締役
河内　伸二

令和４（2022）年
11月１日

精神通院医療

こもれび薬局　大桑
店

日光市大桑町156-３ ＰｏｌｅＰｏｌｅメ
ディファ株式会社
代表取締役
新部　信夫

令和４（2022）年
11月１日

精神通院医療

いやしの風訪問看護
ステーション

さくら市狭間田1918-
３

一般社団法人癒しの風
代表理事
牧野　健一

令和４（2022）年
11月１日

精神通院医療

平松訪問看護ステー
ションＴｒｕｓｔ

宇都宮市平松本町359-
５トレンディ平野Ａ
106

株式会社菜畑
代表取締役
天生目　理香

令和４（2022）年
11月１日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第548号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和４（2022）年11月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　薬局

名 　 称 所 在 地 開 設 者 名 変更年月日
自立支援医療
の 種 類

アイン薬局　栃木岩
舟店（コスモス薬
局）

栃木市岩舟町古江836-
５

株式会社あさひ調剤
代表取締役
藤田　素子

令和４（2022）年
11月１日

育成医療及び
更生医療

※表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第549号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
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　　令和４（2022）年11月29日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変更年月日
自立支援医療
の 種 類

アイン薬局　栃木岩
舟店（コスモス薬
局）

栃木市岩舟町古江836-
５

株式会社あさひ調剤
代表取締役
藤田　素子

令和４（2022）年
11月１日

精神通院医療

※表中の（　）内は変更前のもの
（障害福祉課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第550号
　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を認証したの
で、同条第４項の規定により公告する。
　　令和４（2022）年11月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

調査を行った
者 の 名 称

調 査 区 域 成 果 の 名 称 認証年月日

下野市 下野市小金井の一部 下野市小金井の一部（小金井Ⅷ地区） 令和４（2022）年
11月14日

那須烏山市 那須烏山市大木須の一部 那須烏山市大木須の一部（大木須Ⅵ地
区）

令和４（2022）年
11月14日

那須烏山市 那須烏山市大里の一部 那須烏山市大里の一部（大里Ⅰ地区） 令和４（2022）年
11月14日

那須烏山市 那須烏山市大里の一部 那須烏山市大里の一部（大里Ⅱ地区） 令和４（2022）年
11月14日

那須烏山市 那須烏山市大里の一部 那須烏山市大里の一部（大里Ⅲ地区） 令和４（2022）年
11月14日

塩谷町 塩谷町大字船生の一部 塩谷町大字船生の一部（新田Ⅰ地区） 令和４（2022）年
11月14日

（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第551号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和４（2022）年11月29日から同年12月28日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和４（2022）年11月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　一般国道
路　線　名　123号
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考
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前
宇都宮市氷室町字家内神1644-４から
宇都宮市氷室町字水沼境1200-１まで

8.7 ～ 22.1 1417.6

後
宇都宮市氷室町字家内神1644-４から
宇都宮市氷室町字水沼境1200-１まで

24.0 ～ 74.5 1417.6

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　下岡本上三川線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

71
前

宇都宮市石井町字馬場末124-９から
宇都宮市上桑島町字北原2211-１まで

6.8 ～ 10.0 408.2

後
宇都宮市石井町字馬場末124-９から
宇都宮市上桑島町字北原2211-１まで

10.4 ～ 12.9 408.2

Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　小来川清滝線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

277
前

日光市滝ケ原4715-６から
日光市滝ケ原4715-６まで

7.6 ～ 7.8 12.0

後
日光市滝ケ原4715-６から
日光市滝ケ原4715-６まで

11.8 ～ 11.9 12.0

Ⅳ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　小来川清滝線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

277
前

日光市滝ケ原4710-１から
日光市滝ケ原4708-１まで

4.3 ～ 5.5 78.6

後
日光市滝ケ原4710-１から
日光市滝ケ原4708-１まで

6.3 ～ 12.8 78.6

Ⅴ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　小来川清滝線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

277
前

日光市滝ケ原4006-４から
日光市滝ケ原4021-１まで

3.7 ～ 6.0 70.0
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後
日光市滝ケ原4006-４から
日光市滝ケ原4021-１まで

7.9 ～ 20.0 70.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第552号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和４（2022）年11月29日から同年12月28日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和４（2022）年11月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

152
主 要 地 方 道
川俣温泉川治線

日光市日向字堂ノ後1489-１から
日光市日向字野尻501-１まで

令和４（2022）年
11月29日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────


